
子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）について

要保護児童等（要支援児童や妊婦を含む。）の早期発見や適切な保護や支援を図るためには、
関係機関が当該児童等に関する情報や考え方を共有し

果たすべき機能

・ 関係機関が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、
・ 適切な連携の下で対応していくことが重要

であり、市町村（場合によっては都道府県）が、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）
を設置し、
① 関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制を明確化すると
ともに、

② 個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の在り方を明確化することが必要
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・ 協議会参加者の守秘義務（児童福祉法第２５条の５）
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協議会参加者の守秘義務（児童福祉法第２５条の５）

・ 支援内容を一元的に把握する機関の選定
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